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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の

従業者、設備及び運営の基準に関する条例 

平成24年10月11日 

条例第62号 

  

 改正 令和３年３月25日条例第８号 改正 令和５年３月20日条例第８号  

 改正 令和６年３月21日条例第18号    

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の従業

者、設備及び運営の基準に関する条例をここに公布します。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の

従業者、設備及び運営の基準に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 従業者、設備及び運営に関する基準（第３条―第24条） 

第３章 雑則（第25条） 

附則 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律

第123号。以下「法」という。）第44条第１項及び第２項の規定により、指定障害者支援施設の従業

者、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 指定障害者支援施設 法第29条第１項に規定する指定障害者支援施設をいう。 

(２) 支給決定 法第19条第１項に規定する支給決定をいう。 

(３) 支給決定障害者 法第19条第１項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。 

(４) 施設障害福祉サービス 法第５条第１項に規定する施設障害福祉サービスをいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義に

よる。 

第２章 従業者、設備及び運営に関する基準 

（重要事項の説明等） 

第３条 指定障害者支援施設は、支給決定障害者から施設障害福祉サービスの利用の申込みがあった

ときは、その者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、その者に対し、提供する施設障害福祉

サービスの種類ごとに、運営規程（第24条において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長

野県条例第63号。以下「障害者支援施設基準条例」という。）第６条に規定する運営規程をいう。）

の概要、従業者の勤務体制その他のその者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載

した文書を交付して説明を行い、施設障害福祉サービスを提供することについてその者の同意を得

なければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第77条第１項の規定により書面の交

付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 

（契約支給量の報告等） 

第４条 指定障害者支援施設は、支給決定障害者と施設障害福祉サービスの利用に係る契約をすると

きは、当該施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、支給決定障害者に提供する施設障害福祉サー

ビスの種類ごとの量（次項において「契約支給量」という。）その他の必要な事項を支給決定障害

者の受給者証（法第22条第８項に規定する受給者証をいう。第７条において同じ。）に記載しなけ

ればならない。 

２ 指定障害者支援施設が提供する契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給決定を受けた支

給量を超えてはならない。 
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３ 指定障害者支援施設は、支給決定障害者と施設障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときは、

遅滞なく、第１項に規定する事項その他の必要な事項を当該支給決定障害者に係る支給決定を行っ

た市町村等に対し報告しなければならない。ただし、当該市町村等が報告の必要がないと認めると

きは、この限りでない。 

４ 前３項の規定は、第１項に規定する事項に変更があった場合について準用する。 

（施設障害福祉サービスの提供の拒否の禁止） 

第５条 指定障害者支援施設は、正当な理由がなく、施設障害福祉サービスの提供を拒んではならな

い。 

（連絡調整に対する協力） 

第６条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設における施設障害福祉サービスを利用する

ことについて市町村等又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、

できる限り協力しなければならない。 

（受給資格の確認） 

第７条 指定障害者支援施設は、利用申込者に対し施設障害福祉サービスを提供しようとするときは、

その者の提示する受給者証によって、その者に係る支給決定の有無、支給決定をされたサービスの

種類、支給決定の有効期間及び支給量等を確認するものとする。 

（介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助） 

第８条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスに係る支給決定を受けていない者から利用の

申込みがあったときは、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費又は訓練等給付費の支給の申

請を行うための必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスに係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考

慮し、支給決定の有効期間の終了に伴い利用者等が行う介護給付費又は訓練等給付費の支給申請に

ついて、必要な援助を行わなければならない。 

（身分証明書） 

第９条 指定障害者支援施設は、利用者の居宅を訪問して自立訓練を行う場合には、従業者に、身分

を証する書類を携行させ、初めて訪問するとき及び利用者又はその家族から求めがあったときはこ

れを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第10条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを提供したときは、当該施設障害福祉サービ

スの種類ごとに、その提供した日及び内容その他必要な事項を記録しなければならない。この場合

において、その提供をした者が施設入所支援を受ける者以外の者である場合には、当該提供の都度

記録しなければならない。 

２ 前項の規定による記録には、当該記録に係る施設障害福祉サービスを提供したことについて支給

決定障害者の確認を受けなければならない。 

（支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第11条 指定障害者支援施設が支給決定障害者に対して金銭の支払を求めることができる費用は、そ

の使途が直接利用者の便益を向上させ、かつ、支給決定障害者に支払を求めることが適当であるも

のに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求めるときは、その使途及び額並びにその理由について書面によ

って明らかにするとともに、支給決定障害者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。

ただし、規則で定める支払については、この限りでない。 

（支払の受領等） 

第12条 指定障害者支援施設は、規則で定めるところにより、支給決定障害者から施設障害福祉サー

ビスの提供に要した費用等の支払を受けるものとし、又は受けることができる。 

２ 指定障害者支援施設は、規則で定める費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支

給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び当該費用の額について説明を行い、その同意を得な

ければならない。 

（利用者負担額の管理） 

第13条 指定障害者支援施設は、支給決定障害者（当該指定障害者支援施設において施設入所支援を

受ける者に限る。）が同一の月に当該指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス等及び
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他の指定障害福祉サービス等（法第29条第１項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同

じ。）を受けたときは、その者の当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係

る負担額の合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定障害者支援施設は、そ

の合計額を、当該支給決定障害者に係る市町村等に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当

該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者（指定障害福祉サービス事

業を行う者をいう。第18条において同じ。）等に通知しなければならない。 

２ 支給決定障害者（当該指定障害者支援施設において施設入所支援を受ける者を除く。）が同一の

月に当該指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等を

受けた場合であって、当該支給決定障害者の依頼があったときも、前項と同様とする。 

（介護給付費又は訓練等給付費の額の通知等） 

第14条 指定障害者支援施設は、法定代理受領（指定障害者支援施設が法第29条第４項の規定により

市町村等から指定障害福祉サービスに要した費用について支払を受けたことをいう。次項において

同じ。）により施設障害福祉サービスに係る介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けたときは、

支給決定障害者に対し、その者に係る介護給付費又は訓練等給付費の額を通知しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、支給決定障害者から法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスに係

る費用の支払を受けた場合は、その者に対し、その施設障害福祉サービスの内容及び費用の額その

他必要と認められる事項を記載した書面を交付しなければならない。 

（市町村等への通知） 

第15条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを受けている支給決定障害者が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、遅滞なく、その旨及びその内容を当該支給決定障害者に係る市町村等に

通知しなければならない。 

(１) 正当な理由なく施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状

態等を悪化させたと認められるとき。 

(２) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費を受け、又は受けようとしたと

き。 

（管理者） 

第16条 指定障害者支援施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、

当該指定障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該指定障害者支援施設の他の職務に従事さ

せ、又は当該指定障害者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。 

２ 指定障害者支援施設の管理者は、当該指定障害者支援施設の従業者及び業務の管理その他の管理

を一元的に行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設の管理者は、当該指定障害者支援施設の従業者にこの章の規定を遵守させる

ために必要な指揮命令を行うものとする。 

（重要事項の掲示） 

第17条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設の見やすい場所に、第３条第１項に規定す

る運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関等（第24条において準用する障害者支援施

設基準条例第39条第１項に規定する医療機関及び同条第２項に規定する歯科医療機関をいう。）そ

の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定障害者支援施設に備

え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代

えることができる。 

（秘密保持等） 

第18条 指定障害者支援施設の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定障害者支援施設は、その従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、前項の秘密を

漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して利用者又はその家族に関す

る情報を提供するときは、あらかじめ、文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなけ

ればならない。 

（情報の提供等） 
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第19条 指定障害者支援施設は、利用者が当該指定障害者支援施設を適切かつ円滑に利用することが

できるよう、当該指定障害者支援施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めな

ければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設について広告をする場合においては、その内容

を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第20条 指定障害者支援施設は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の

障害福祉サービスを行う者等（次項において「一般相談支援事業者等」という。）又はこれらの従

業者に対し、これらの者が指定障害者支援施設の利用を希望する者又はその家族に当該指定障害者

支援施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定障害者支援施設は、一般相談支援事業者等又はこれらの従業者から、当該一般相談支援事業

者等を利用者又はその家族に紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しては

ならない。 

（苦情解決） 

第21条 指定障害者支援施設は、提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設は、前項の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければな

らない。 

３ 指定障害者支援施設は、提供した施設障害福祉サービスに係る苦情に関し、法第10条第１項、第

11条第２項又は第48条第１項の規定により知事若しくは市町村等が行う命令又はこれらの職員から

の質問若しくは検査に応じ、及び知事又は市町村等が行う調査に協力するとともに、知事又は市町

村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。 

４ 指定障害者支援施設は、知事又は市町村等からの求めがあったときは、前項の改善の内容を当該

知事又は市町村等に報告しなければならない。 

５ 指定障害者支援施設は、社会福祉法第85条の規定により同法第83条に規定する運営適正化委員会

が行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（会計の区分） 

第22条 指定障害者支援施設は、その提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに経理を区分すると

ともに、指定障害者支援施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第23条 指定障害者支援施設は、その従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その提供をした日から５年間保存しなければならない。 

(１) 第10条第１項に規定するサービスの提供の記録 

(２) 次条において準用する障害者支援施設基準条例第18条第１項に規定する施設障害福祉サービ

ス計画 

(３) 第15条の規定による市町村等への通知に係る記録 

(４) 次条において準用する障害者支援施設基準条例第40条第２項に規定する身体拘束等の態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びにその理由等の記録 

(５) 第21条第２項の規定により受け付けた苦情の内容等の記録 

(６) 次条において準用する障害者支援施設基準条例第44条第２項に規定する事故の状況及び事故

に際して採った措置についての記録 

（準用） 

第24条 障害者支援施設基準条例第３条、第６条、第７条、第10条（第１項ただし書を除く。）、第

11条（第７項を除く。）、第12条第１項及び第３項、第13条から第15条まで、第17条から第34条ま

で、第36条から第40条まで、第43条、第44条並びに附則第２項の規定は、指定障害者支援施設につ

いて準用する。この場合において、これらの規定（障害者支援施設基準条例第３条第３項、第36条
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第３項、第36条の２第２項及び第40条第３項第３号を除く。）中「職員」とあるのは「従業者」と、

障害者支援施設基準条例第３条第３項、第36条第３項、第36条の２第２項及び第40条第３項第３号

中「職員」とあるのは「従業者及び管理者」と、障害者支援施設基準条例第６条第６号中「利用者」

とあるのは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支

援施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例第２条第１項第３号に規定する支給決定障害者」

と、障害者支援施設基準条例第11条第１項中「には、次に」とあるのは「には、次の各号（第１号

を除く。）に」と、障害者支援施設基準条例第17条第３項中「するよう努めなければならない」とある

のは「しなければならない」と、障害者支援施設基準条例第18条第１項中「施設長」とあるのは「管理

者」と、同条第５項及び第６項中「第19条の３第１項」とあるのは「第24条で準用する障害者支援施設

基準条例第19条の３第１項」と、同条第８項中「半年」とあるのは「半年（自立訓練、就労移行支援又

は就労継続支援Ｂ型を提供する場合にあっては、３月）」と、第19条の３第２項中「第18条第６項」と

あるのは「第24条で準用する障害者支援施設基準条例第18条第６項」と読み替えるものとする。 

 

第３章 雑則 

（補則） 

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月25日条例第８号抄） 

  

 改正 令和５年３月20日条例第８号    

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和４年３月31日までの間における第１条

の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービスの事業等の従業者、設備及び運営の基準に関する条例（以下「新指定障害福祉サ

ービス事業等基準条例」という。）第３条第３項及び第39条の２（新指定障害福祉サービス事業等

基準条例第52条第１項、第55条第１項、第68条第１項、第80条第１項、第99条第１項、第105条第１

項、第110条第１項、第113条第１項、第114条第１項、第118条の12第１項、第118条の18第１項及び

第121条第１項において準用する場合を含む。）、第２条の規定による改正後の障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に

関する条例（以下「新障害福祉サービス事業基準条例」という。）第３条第３項及び第32条の２（新

障害福祉サービス事業基準条例第49条、第54条、第59条、第66条第１項、第80条及び第83条におい

て準用する場合を含む。）、第４条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく障害者支援施設の整備及び運営の基準に関する条例（以下「新障害

者支援施設基準条例」という。）第３条第３項（第３条の規定による改正後の障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の従業者、設備及び運営の

基準に関する条例（以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。）第24条において準用する場

合を含む。）及び第45条（新指定障害者支援施設基準条例第24条において準用する場合を含む。）、

第５条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例（以下「新地域活動支援センター基準

条例」という。）第２条第４項及び第21条、第６条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例（以

下「新福祉ホーム基準条例」という。）第２条第４項及び第19条、第７条の規定による改正後の児

童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例（以下「新指定

通所支援基準条例」という。）第３条第４項及び第44条第２項（新指定通所支援基準条例第53条の

２の４、第53条の５、第57条、第60条、第60条の２、第60条の２の２、第60条の７及び第65条にお

いて準用する場合を含む。）並びに第８条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入

所施設の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例（以下「新指定入所施設基準条例」とい
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う。）第３条第４項及び第41条第２項（新指定入所施設基準条例第53条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めな

ければ」とする。 

３ 施行日から令和６年３月31日までの間における新指定障害福祉サービス事業等基準条例第32条の

２（新指定障害福祉サービス事業等基準条例第52条第１項、第55条第１項、第68条第１項、第80条

第１項、第99条第１項、第105条第１項、第110条第１項、第113条第１項、第114条第１項、第118

条の12第１項、第118条の18第１項及び第121条第１項において準用する場合を含む。）、新障害福

祉サービス事業基準条例第25条の２（新障害福祉サービス事業基準条例第49条、第54条、第59条、

第66条第１項、第80条及び第83条において準用する場合を含む。）、新障害者支援施設基準条例第

36条の２（新指定障害者支援施設基準条例第24条において準用する場合を含む。）、新地域活動支

援センター基準条例第16条の２、新福祉ホーム基準条例第14条の２、新指定通所支援基準条例第37

条の２（新指定通所支援基準条例第53条の２の４、第53条の５、第57条、第60条、第60条の２、第

60条の２の２、第60条の７及び第65条において準用する場合を含む。）、新指定入所施設基準条例

第34条の２（新指定入所施設基準条例第53条において準用する場合を含む。）及び児童福祉法に基

づく指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例（令

和５年長野県条例第８号）第３条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営の基準に関す

る条例第５条の５の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずる

よう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」

とあるのは「行うよう努める」とする。 

４ 施行日から令和６年３月31日までの間における新指定障害福祉サービス事業等基準条例第33条第

３項（新指定障害福祉サービス事業等基準条例第80条第１項、第118条の12第１項及び第118条の18

第１項において準用する場合を含む。）、新障害福祉サービス事業基準条例第27条第２項（新指定

障害福祉サービス事業等基準条例第52条第２項において準用する場合を含む。）及び第47条第２項

（新指定障害福祉サービス事業等基準条例第55条第２項、第68条第２項、第99条第２項、第105条第

２項、第110条第２項、第113条第２項、第114条第２項及び第121条第２項並びに新障害福祉サービ

ス事業基準条例第54条、第59条、第66条第１項、第80条及び第83条において準用する場合を含む。）、

新障害者支援施設基準条例第38条第２項（新指定障害者支援施設基準条例第24条において準用する

場合を含む。）、新地域活動支援センター基準条例第17条第２項、新福祉ホーム基準条例第15条第

２項、新指定通所支援基準条例第40条第２項（新指定通所支援基準条例第53条の２の４、第53条の

５、第57条、第60条、第60条の２、第60条の２の２、第60条の７及び第65条において準用する場合

を含む。）、新指定入所施設基準条例第37条第２項（新指定入所施設基準条例第53条において準用

する場合を含む。）並びに第９条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営の基準に関す

る条例第12条第３項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ず

るよう努めなければ」とする。 

５ 施行日から令和４年３月31日までの間における新指定障害福祉サービス事業等基準条例第34条の

２第３項（新指定障害福祉サービス事業等基準条例第52条第１項、第55条第１項、第68条第１項、

第80条第１項、第99条第１項、第105条第１項、第110条第１項、第113条第１項、第114条第１項及

び第121条第１項において準用する場合を含む。）、新障害福祉サービス事業基準条例第28条第３項

（新障害福祉サービス事業基準条例第49条、第54条、第59条、第66条第１項、第80条及び第83条に

おいて準用する場合を含む。）、新障害者支援施設基準条例第40条第３項（新指定障害者支援施設

基準条例第24条において準用する場合を含む。）、新指定通所支援基準条例第43条第３項（新指定

通所支援基準条例第53条の２の４、第53条の５、第57条、第60条、第60条の２、第60条の２の２、

第60条の７及び第65条において準用する場合を含む。）及び新指定入所施設基準条例第40条第３項

（新指定入所施設基準条例第53条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これ

らの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。 

附 則（令和５年３月20日条例第８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月21日条例第18号） 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月31日までの間における第３条の規定による改正後の障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営の

基準に関する条例（以下この項及び次項において「新障害者支援施設基準条例」という。）第19条

の２（第１条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害者支援施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例（次項において「新指定

障害者支援施設基準条例」という。）第24条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、新障害者支援施設基準条例第19条の２第２項及び第３項中「設けなければ」とあるのは「設

けるよう努めなければ」と、同条第４項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなけ

れば」とする。 

３ この条例の施行の日から令和８年３月31日までの間における新障害者支援施設基準条例第19条の

３（新指定障害者支援施設基準条例第24条において準用する場合を含む。）の規定の適用について

は、新障害者支援施設基準条例第19条の３第１項中「選任しなければ」とあるのは「選任するよう

努めなければ」と、同条第２項中「報告しなければ」とあるのは「報告するよう努めなければ」と

する。 

 


